
第２号様式 
指定管理業務総合評価票 

施設名 財田町土づくりセンター 

指定管理者名 香川県農業協同組合 

施設所管課  建設経済部 農林水産課 

調査日  令和２年６月２４日（水） 
 

評価項目 評価基準 自己 
評価 

所管 
評価 

１ 

実
施
体
制 

施設管理 協定書等に従い、開館日や開館時間等を遵守しているか C C 
人員体制 仕様書等に従った人員（人数、有資格者）を配置しているか C C 

スタッフのシフトは適正であるか C C 
事業計画書に則した内容・頻度で教育・研修を実施したか C C 

利用料金 利用者からの料金徴収や現金管理等が適切に実施されているか B B 
外部委託 外部委託の内容は、事前に市の承認を受けており、適切か － － 

外部委託事業者に対して協定書等を遵守させているか － － 
記録管理 業務日誌等を適切に作成・保管しているか B B 

点検、修繕等の履歴を適切に整備・保管しているか B B 
報告書提出 協定書等で定められた事業計画書・報告書等は提出しているか B B 
連絡調整 市や関係団体等との連絡調整を適切に行っているか B B 
危機管理 危機管理に関するマニュアルが整備され、定期的に訓練等をおこなっているか C C 

避難経路は適切に確保されているか C C 
事故、災害等の緊急時の連絡体制が確立されているか C C 

個人情報保護 個人情報等の管理は適切か B B 
個人情報保護に関する規定が整備されているか B B 
情報漏えいを防止する仕組みや対応策が講じられているか B B 

情報公開 情報公開に関する規定が整備されているか C C 
協定書等に従い、情報を適切に管理、公表しているか C C 

【１ 総括】 実施体制に関する評価（標準１９項目・本施設１７項目） C C 
指定管理者の

自己評価 
スタッフ(職員)が常駐でないため、農家の状況に応じて対応している。ま
た、危機管理マニュアルに不備がある。 

施設所管課の

評価 
施設管理について、市と連携が取れているが、危機管理マニュアルの整備が

されていない為、施設に沿ったマニュアルを作成するよう指示した。 

２ 

サ
ー
ビ
ス
等
の
内
容
や
水
準 

利用者対応 施設の予約や利用等が、公平かつ適切に実施されているか B B 
言葉遣い、態度、服装等の接遇は適切であるか B B 

利用案内 ホームページ、パンフレット等は見やすく、適宜更新されているか C C 
利用方法をわかりやすく説明できる仕組みが構築されているか C C 

利用状況 施設の利用者数や稼働率は適正であるか B B 
利用促進に向け、積極的に取り組んでいるか B B 

事業の実施 事業計画書に則し、指定事業を実施しているか C C 
施設の目的に沿って、自主事業を実施しているか B B 
各事業の参加者数は、計画どおりであるか B B 
参加促進への取組みを積極的に実施しているか C C 

環境への配慮 省エネルギー、省資源等環境への配慮がなされているか C C 
苦情等の対応 苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応しているか B B 
利用者への調

査 
利用者満足度調査を実施し、その結果は妥当であるか C C 
利用者からの意見や要望等について、可能なものは反映させているか B B 

維持管理 仕様書等に従い、清掃、警備、衛生の点検・管理を適切に行っているか B B 
仕様書等に従い、施設、設備の点検・管理を適切に行っているか B B 
備品台帳により記録が適切に保管されているか B B 
市と指定管理者の備品が明確に区別されているか B B 
必要な修繕を適切に行い、市に報告しているか B B 



【２ 総括】 サービス等の内容や水準に関する評価（標準１９項目・本施設１９項目） C C 
指定管理者の

自己評価 利用者の促進は行っているがホームページ等の周知はできていない。 

施設所管課の 
評価 本年度からホームページへの掲載をお願いしたい。 

３ 

収
支
等 

経理事務 指定管理に関する経費と団体の経費を区別して、適正に管理しているか B B 
専用の口座、帳簿等を備え、適切に経理処理を行っているか B B 

予算執行 収支計算書に則し、適正に予算を執行しているか B B 
経費節減 計画どおりの経費節減の取組み、またはその他の取組を実施し、その効果があったか B B 
収支状況 事業収支は妥当であるか C C 
【３ 総括】 収支等に関する評価（標準５項目・本施設５項目） B B 
指定管理者の

自己評価 
畜産農家から排泄物を無料で引き取り、センターで堆肥として販売。 
排泄物のアンモニア等で設備の老朽化が進み修理代がかさむ。 

施設所管課の

評価 協定書等の基準に従い適正に管理運営されている。 

【４ 総合評価】 １～３の項目の総括による総合評価 C C 

５ 

そ
の
他
特
記
事
項 

（
提
案
・
成
果
・
課
題
等
） 

指定管理者 
マニュアルの作成。 

ホームページ等で周知し、地域の利用満足度の向上を目指す。 

今後、施設所管課と協議しながら利用促進を検討する。 

施設所管課 
家畜排せつ物処理施設の整備により、家畜排せつ物法の管理基準に基づき
家畜排せつ物が適切に処理された有機質資源が春の農業生育前と秋の収穫
後に分散して有効に農地還元が行われるなど、地域における有機質資源の
循環が効果的に行われ、農業の生産性の向上が図られている。 

 
※評価区分 

①評価基準 

A（優 良）：協定書、仕様書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容である。 
B（良 好）：協定書、仕様書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である。 
C（課題含）：協定書、仕様書等を遵守しているが、内容の一部に課題がある。 
D（要改善）：協定書、仕様書等を遵守しておらず、改善の必要な内容である。 

②【総括】 

A（優 良）：評価基準がすべて B 以上であり、かつ A が過半数以上である。 
B（良 好）：評価基準がすべて C 以上であり、かつ B 以上が８割以上である（上記以外）。 

C（課題含）：評価基準がすべて C 以上である（上記以外）。 
D（要改善）：評価基準に D が含まれている。 

③総合評価 

A（優 良）：【総括】がすべて B 以上であり、かつ A が２つ以上である。 
B（良 好）：【総括】がすべて B 以上である（上記以外）。  
C（課題含）：【総括】がすべて C 以上である（上記以外）。  
D（要改善）：【総括】に D が含まれている。 

 
 


